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※出典：令和2年国勢調査　道後と湯築及び石井東と石井西については国勢調査の集計方法により合計を表示している。
※1　産業従事者総数：15歳以上の就業者総数
※2　第1次産業：農業、林業、漁業
※3　第2次産業：鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業
※4　第3次産業：電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、
                       学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、
                       福祉、複合サービス事業、その他サービス業、公務
※5　分類不能産業：いずれの項目にも分類し得ない事業所が分類される。

⑨地区別の産業別従事者数と構成比率

地区名
産業別従事者数（人） 産業別構成比（％）

番町
八坂
東雲
素鵞
雄郡
新玉
清水
味酒
道後
湯築
桑原
余土
垣生
生石
味生
宮前
三津浜
高浜
興居島
潮見
久枝
和気
堀江
五明
伊台
湯山
久米
浮穴
小野
石井東
石井西
久谷
浅海
立岩
難波
正岡
北条
河野
粟井
中島
計

1,485
1,888
3,586
7,445
13,826
5,415
10,418
9,462

9,660

10,667
10,036
5,071
8,089
11,501
5,877
1,840
2,646
457
4,414
8,175
4,768
4,611
185
2,757
3,366
13,207
4,081
7,059

24,983

4,125
516
346
850
911

3,128
2,272
2,954
1,624

213,929

8
7
13
59
128
31
64
60

125

129
129
70
100
134
78
39
82
258
200
118
129
192
32
130
112
319
133
248

291

426
158
89
163
131
88
160
227
997
5,857

113
194
308
1,101
2,193
737
1,239
1,134

874

1,451
1,987
1,500
1,968
2,346
1,144
333
488
16
875
1,598
1,234
1,080
27
401
447
2,003
810
1,031

4,480

822
91
61
168
201
768
501
656
64

36,444

1,316
1,608
3,179
6,026
11,153
4,489
8,850
8,060

8,375

8,743
7,637
3,334
5,791
8,662
4,452
1,401
1,982
131
3,185
6,220
3,220
3,170
116
2,132
2,667
10,515
2,968
5,525

19,489

2,598
234
144
459
530
2,168
1,495
1,935
480

164,439

48
79
86
259
352
158
265
208

286

344
283
167
230
359
203
67
94
52
154
239
185
169
10
94
140
370
170
255

723

279
33
52
60
49
104
116
136
83

6,961

0.5
0.4
0.4
0.8
0.9
0.6
0.6
0.6

1.3

1.2
1.3
1.4
1.2
1.2
1.3
2.1
3.1
56.5
4.5
1.4
2.7
4.2
17.3
4.7
3.3
2.4
3.3
3.5

1.2

10.3
30.6
25.7
19.2
14.4
2.8
7.0
7.7
61.4
2.7

7.6
10.3
8.6
14.8
15.9
13.6
11.9
12.0

9.0

13.6
19.8
29.6
24.3
20.4
19.5
18.1
18.4
3.5
19.8
19.5
25.9
23.4
14.6
14.5
13.3
15.2
19.8
14.6

17.9

19.9
17.6
17.6
19.8
22.1
24.6
22.1
22.2
3.9
17.0

88.6
85.2
88.7
80.9
80.7
82.9
84.9
85.2

86.7

82.0
76.1
65.7
71.6
75.3
75.8
76.1
74.9
28.7
72.2
76.1
67.5
68.7
62.7
77.3
79.2
79.6
72.7
78.3

78.0

63.0
45.3
41.6
54.0
58.2
69.3
65.8
65.5
29.6
76.9

3.2
4.2
2.4
3.5
2.5
2.9
2.5
2.2

3.0

3.2
2.8
3.3
2.8
3.1
3.5
3.6
3.6
11.4
3.5
2.9
3.9
3.7
5.4
3.4
4.2
2.8
4.2
3.6

2.9

6.8
6.4
15.0
7.1
5.4
3.3
5.1
4.6
5.1
3.3

総数※1
分類不能
産業

第１次
産業※2

第１次
産業

第2次
産業

第3次
産業

第2次
産業※3

第3次
産業※4

分類不能
産業※5
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～地域福祉の考え方～
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1 地域福祉について 3 重層的支援体制整備事業について
　少子高齢化や地域コミュニティでの人間関係の希薄化が進む中、誰もが住み慣れた地域で自分ら

しく幸せに、また、健康に暮らしていくためには、年齢や国籍、障がいの有無などの多様性を尊重し、

認め合い、受け入れる『ダイバーシティ＆インクルージョン』を推進することで、一人ひとりが他者を

思いやり、お互いに支えあう社会を構築していくことが望まれます。

　地域福祉とは、誰もが地域社会でいきいきと幸せに暮らしていくために、住民やその世帯が抱え

る様々な悩みや問題を、公的なサービスに限らず、地域住民や民間事業者、社会福祉法人、民生委

員・児童委員や行政など地域の多様な主体が連携・協力し、解決を図っていこうという考え方です。

　そうした中、これまでの各福祉制度や施策では解決しにくい課題や困難に対応する包括的な

支援体制を構築するため、「重層的支援体制整備事業」が創設されました。重層的支援体制整備

事業では、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の3つの支援

を一体的に実施することを必須としています。市町村全体の支援機関・地域の関係者が相談を

断らず受け止め、つながり続ける支援体制を構築することが求められています。

　高齢化や人口減少が進み、地域・家庭・職場という人々 の生活領域での支えあいの基盤が弱まって

きていると言われる中、昨今では介護・障がい・子育て・生活困窮などの課題が絡み合って個人や世帯

単位で複数分野の課題を抱えるなど、対象者ごとに整備された縦割りの制度では対応が難しいケー

スが浮き彫りになってきている現状があります。

　国は、このような課題への対応に向け、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係

を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を

超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に創っていく「地域共

生社会」の実現を目指しています。

2 地域共生社会の実現に向けて

4 SDGsについて
　SDGs（持続可能な開発目標）とは、「Sustainable Development Goals」の略称で、2015年

に国連サミットにおいて採択された国際目標です。「地球上の誰一人として取り残さない」ことを

理念に、社会が抱える問題を解決するための17のゴールと169のターゲットで構成されており、

2030年（令和12年）までに達成することを目標としています。

　松山市においても、少子高齢化による人口減少が進行する中、地域に住む全ての世代・立場の

人々が安心していきいきと笑顔で暮らせる持続可能なまちづくりを推進していきます。
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出典：厚生労働省資料

出典：厚生労働省資料
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5 地域圏域の考え方
　本計画は、地域福祉を推進するため4つの地域圏域を設定しています。

　日常生活での身近な生活圏域を中心に、人と人、人と地域等のつながりや小地域での課題から市

全域の広い範囲での課題など、段階的に共有するとともに課題解決に向けた取り組みが重層的に

構成されることが重要となります。

　小地域圏域では住民相互に支えあう手づくりの活動が行われ、地区社会福祉協議会が中核とな

る地域圏域では行政と地域がお互いの持ち味を出し合い協働します。また、ブロック圏域では地域

特性の似通った3～7地区が1つのブロックを構成し、情報の共有を図り、地区間の協働や適度な競

争、相乗効果を促し、活動支援を行います。

　松山市の地域福祉圏域のイメージ図は下記のとおりです。

■協議体とは・・・地域の支えあいにより、高齢者を支援する体制づくりを推進するため実施する

「生活支援体制整備事業」で、松山市社会福祉協議会に配置された「生活支援コーディネーター」が、

地区社会福祉協議会を中心とした多様な団体の情報共有や連携・協働を推進する意見交換の場です。

①松山市全域／第１層協議体

　公的機関による公平・平等による基本的な相談・支援・サービス提供

②ブロック圏域／第２層Ａ協議体

　専門家による支援・相談、情報の交換、研修の開催

③地域圏域／第２層Ｂ協議体

　住民の地域福祉活動に関する情報交換、情報共有、連携・協働による活動

　ネットワークによる相談支援・援助活動

④小地域圏域

　自治会・町内会の防犯・防災活動、民生委員・児童委員活動等の日常的支援の実施、見守り

　活動・ご近所同士の助けあい活動

16 17

①松山市全域
（全域）

②ブロック圏域

③地域圏域　40か所

④小地域圏域
（自治会・町内会）

（地域包括支援センタ－13か所）
（松山市地区社会福祉協議会連絡会・
松山市民生児童委員協議会ブロック9か所）

（地区社会福祉協議会・地区民生児童委員協議会・
地区公民館）

地域福祉活動計画
（地区社会福祉協議会）

このまちのえがおプラン
（松山市・松山市社会福祉協議会）

第
１
層
協
議
体

第
２
層
Ａ
協
議
体

第
２
層
Ｂ
協
議
体

【地域福祉圏域イメージ図】

市内の地域福祉関連団体等区域一覧
基　準
地区名

地区社協
（40）

地区社連
ブロック
（9）

地区民協
（40）

市民協
ブロック
（9）

包括支援
センター
（13）

公民館
（41）

公民館
ブロック
（8）

まちづくり
協議会
（30+2）

市役所支所
（支所 22）
（出張所7）

消防団
（40）

小学校
（59）

中学校
（29）

番　町 番町

3Ａ
ブロック

番町

3Ａ
ブロック

東・拓南

番町

3
ブロック

－

本庁
城東

番町
東八　坂 八坂 八坂 八坂 八坂 八坂

東　雲 東雲 東雲 東雲 － 東雲

素　鵞 素鵞 素鵞 素鵞 素鵞 素鵞
素鵞

拓南（※）
福音（※）

桑　原 桑原
3Ｂ

ブロック

桑原
3Ｂ

ブロック
湯築・桑原
・道後

桑原 桑原 桑原（支所） 桑原 桑原北久米（※）
桑原

道　後 道後 道後
道後

－
道後（支所） 道後

道後
道後

湯　築 湯築 湯築 － 湯築
五　明 五明

1
ブロック

五明
1

ブロック

五明
1

ブロック

五明 五明（支所） 五明 五明
旭

伊　台 伊台 伊台 伊台 伊台 伊台（支所） 伊台 伊台
湯　山

湯山 湯山
湯山

湯山
湯山 湯山（支所） 湯山 湯山

日　浦 日浦 日浦 河中（出張所） 日浦 日浦

雄　郡 雄郡

4
ブロック

雄郡

4
ブロック

雄郡・新玉
雄郡

4
ブロック

雄郡

本庁

雄郡

たちばな
雄新（※）双葉（※）

雄郡

城西新　玉 新玉 新玉 新玉 新玉 新玉 新玉

味　酒 味酒 味酒
味酒・清水

味酒 味酒 味酒 味酒

勝山（※）
清　水 清水 清水 清水 清水 清水

清水
姫山（※）

垣　生 垣生

5
ブロック

垣生

5
ブロック

垣生・余土
垣生

5
ブロック

垣生 垣生（支所） 垣生 垣生 垣生

余　土 余土 余土 余土 余土 余土（支所） 余土
余土

余土
さくら

味　生 味生 味生
生石・味生

味生 味生 味生（支所） 味生
西（※）

味生
津田

味生第二
生　石 生石 生石 生石 生石 生石（支所） 生石 生石 西（※）
宮　前 宮前

6
ブロック

宮前

6
ブロック

三津浜

宮前

6
ブロック

－
三津浜（支所）

宮前 宮前
三津浜（※）

三津浜 三津浜 三津浜 三津浜 三津浜 三津浜 三津浜
高　浜 高浜 高浜 高浜 高浜 高浜 高浜 高浜
由　良

興居島 興居島
由良

興居島
興居島（支所）

興居島
興居島

興居島
泊 泊 泊（出張所） 釣島分校（休校）

中　島 中島 中島 中島 中島 中島 中島（支所）

中島東
中島

中島

中島西

中島睦野
睦月（休校）
野忽那（休校）

中島神和
津和地（休校）
（休校）怒和

二神（休校）

潮　見 潮見

7
ブロック

潮見

7
ブロック

潮見・久枝

和気・堀江

潮見

7
ブロック

潮見 潮見（支所） 潮見
姫山（※） 勝山（※）
潮見

鴨川

久　枝 久枝 久枝 久枝 久枝 久枝（支所） 久枝
久枝

北（※）
みどり

三津浜（※）

和　気 和気 和気 和気 － 和気（支所） 和気 和気
北（※）

内宮
堀　江 堀江 堀江 堀江 堀江 堀江（支所） 堀江 堀江

久　米 久米

2
ブロック

久米

2
ブロック

小野・久米
久米

2
ブロック

久米 久米（支所） 久米

北久米（※）

久米
久米
福音（※）

窪田

小　野 小野 小野 小野 － 小野（支所） 小野 小野 小野

石井東 石井東 石井東

石井・浮穴
・久谷

石井 石井 石井（支所） 石井

石井東 南第二（※）
福音（※） 拓南（※）

石井
南

石井西 石井西 石井西
石井北

椿
椿

双葉（※） 雄新（※）
浮　穴 浮穴 浮穴

サブセンター
浮穴・久谷

浮穴 （支所） 浮穴浮穴浮穴 浮穴 南第二（※）
荏　原

久谷 久谷
荏原

久谷
久谷（支所） 荏原 荏原

久谷
坂　本 坂本 出口（出張所） 坂本 坂本
浅　海 浅海

8
ブロック

浅海

8
ブロック

北条

浅海

8
ブロック

浅海 浅海（出張所） 浅海 浅海

北条北
立　岩 立岩 立岩 立岩 立岩 立岩（出張所） 立岩 立岩
難　波 難波 難波 難波 －

北条（支所）
難波 難波

正　岡 正岡 正岡 正岡 正岡 正岡 正岡
北　条 北条 北条 北条 北条 北条 北条
河　野 河野 河野 河野 河野

（準）

河野（出張所） 河野 河野
北条南

粟　井 粟井 粟井 粟井 － 粟井（出張所） 粟井 粟井

①所管の区域分けが必ずしも一致するとは限らない。　②（※）は複数掲載する小学校・中学校を示す。
地区社協：地区社会福祉協議会　地区社連：松山市地区社会福祉協議会連絡会　地区民協：地区民生児童委員協議会　市民協：松山市民生児童委員協議会

サブセンター
五明・伊台
・湯山
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5 地域圏域の考え方
　本計画は、地域福祉を推進するため4つの地域圏域を設定しています。

　日常生活での身近な生活圏域を中心に、人と人、人と地域等のつながりや小地域での課題から市

全域の広い範囲での課題など、段階的に共有するとともに課題解決に向けた取り組みが重層的に

構成されることが重要となります。

　小地域圏域では住民相互に支えあう手づくりの活動が行われ、地区社会福祉協議会が中核とな

る地域圏域では行政と地域がお互いの持ち味を出し合い協働します。また、ブロック圏域では地域

特性の似通った3～7地区が1つのブロックを構成し、情報の共有を図り、地区間の協働や適度な競

争、相乗効果を促し、活動支援を行います。

　松山市の地域福祉圏域のイメージ図は下記のとおりです。

■協議体とは・・・地域の支えあいにより、高齢者を支援する体制づくりを推進するため実施する

「生活支援体制整備事業」で、松山市社会福祉協議会に配置された「生活支援コーディネーター」が、

地区社会福祉協議会を中心とした多様な団体の情報共有や連携・協働を推進する意見交換の場です。

①松山市全域／第１層協議体

　公的機関による公平・平等による基本的な相談・支援・サービス提供

②ブロック圏域／第２層Ａ協議体

　専門家による支援・相談、情報の交換、研修の開催

③地域圏域／第２層Ｂ協議体

　住民の地域福祉活動に関する情報交換、情報共有、連携・協働による活動

　ネットワークによる相談支援・援助活動

④小地域圏域

　自治会・町内会の防犯・防災活動、民生委員・児童委員活動等の日常的支援の実施、見守り

　活動・ご近所同士の助けあい活動
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①松山市全域
（全域）

②ブロック圏域

③地域圏域　40か所

④小地域圏域
（自治会・町内会）

（地域包括支援センタ－13か所）
（松山市地区社会福祉協議会連絡会・
松山市民生児童委員協議会ブロック9か所）

（地区社会福祉協議会・地区民生児童委員協議会・
地区公民館）

地域福祉活動計画
（地区社会福祉協議会）

このまちのえがおプラン
（松山市・松山市社会福祉協議会）

第
１
層
協
議
体

第
２
層
Ａ
協
議
体

第
２
層
Ｂ
協
議
体

【地域福祉圏域イメージ図】

市内の地域福祉関連団体等区域一覧
基　準
地区名

地区社協
（40）

地区社連
ブロック
（9）

地区民協
（40）

市民協
ブロック
（9）

包括支援
センター
（13）

公民館
（41）

公民館
ブロック
（8）

まちづくり
協議会
（30+2）

市役所支所
（支所 22）
（出張所7）

消防団
（40）

小学校
（59）

中学校
（29）

番　町 番町

3Ａ
ブロック

番町

3Ａ
ブロック

東・拓南

番町

3
ブロック

－

本庁
城東

番町
東八　坂 八坂 八坂 八坂 八坂 八坂

東　雲 東雲 東雲 東雲 － 東雲

素　鵞 素鵞 素鵞 素鵞 素鵞 素鵞
素鵞

拓南（※）
福音（※）

桑　原 桑原
3Ｂ

ブロック

桑原
3Ｂ

ブロック
湯築・桑原
・道後

桑原 桑原 桑原（支所） 桑原 桑原北久米（※）
桑原

道　後 道後 道後
道後

－
道後（支所） 道後

道後
道後

湯　築 湯築 湯築 － 湯築
五　明 五明

1
ブロック

五明
1

ブロック

五明
1

ブロック

五明 五明（支所） 五明 五明
旭

伊　台 伊台 伊台 伊台 伊台 伊台（支所） 伊台 伊台
湯　山

湯山 湯山
湯山

湯山
湯山 湯山（支所） 湯山 湯山

日　浦 日浦 日浦 河中（出張所） 日浦 日浦

雄　郡 雄郡

4
ブロック

雄郡

4
ブロック

雄郡・新玉
雄郡

4
ブロック

雄郡

本庁

雄郡

たちばな
雄新（※）双葉（※）

雄郡

城西新　玉 新玉 新玉 新玉 新玉 新玉 新玉

味　酒 味酒 味酒
味酒・清水

味酒 味酒 味酒 味酒

勝山（※）
清　水 清水 清水 清水 清水 清水

清水
姫山（※）

垣　生 垣生

5
ブロック

垣生

5
ブロック

垣生・余土
垣生

5
ブロック

垣生 垣生（支所） 垣生 垣生 垣生

余　土 余土 余土 余土 余土 余土（支所） 余土
余土

余土
さくら

味　生 味生 味生
生石・味生

味生 味生 味生（支所） 味生
西（※）

味生
津田

味生第二
生　石 生石 生石 生石 生石 生石（支所） 生石 生石 西（※）
宮　前 宮前

6
ブロック

宮前

6
ブロック

三津浜

宮前

6
ブロック

－
三津浜（支所）

宮前 宮前
三津浜（※）

三津浜 三津浜 三津浜 三津浜 三津浜 三津浜 三津浜
高　浜 高浜 高浜 高浜 高浜 高浜 高浜 高浜
由　良

興居島 興居島
由良

興居島
興居島（支所）

興居島
興居島

興居島
泊 泊 泊（出張所） 釣島分校（休校）

中　島 中島 中島 中島 中島 中島 中島（支所）

中島東
中島

中島

中島西

中島睦野
睦月（休校）
野忽那（休校）

中島神和
津和地（休校）
（休校）怒和

二神（休校）

潮　見 潮見

7
ブロック

潮見

7
ブロック

潮見・久枝

和気・堀江

潮見

7
ブロック

潮見 潮見（支所） 潮見
姫山（※） 勝山（※）
潮見

鴨川

久　枝 久枝 久枝 久枝 久枝 久枝（支所） 久枝
久枝

北（※）
みどり

三津浜（※）

和　気 和気 和気 和気 － 和気（支所） 和気 和気
北（※）

内宮
堀　江 堀江 堀江 堀江 堀江 堀江（支所） 堀江 堀江

久　米 久米

2
ブロック

久米

2
ブロック

小野・久米
久米

2
ブロック

久米 久米（支所） 久米

北久米（※）

久米
久米
福音（※）

窪田

小　野 小野 小野 小野 － 小野（支所） 小野 小野 小野

石井東 石井東 石井東

石井・浮穴
・久谷

石井 石井 石井（支所） 石井

石井東 南第二（※）
福音（※） 拓南（※）

石井
南

石井西 石井西 石井西
石井北

椿
椿

双葉（※） 雄新（※）
浮　穴 浮穴 浮穴

サブセンター
浮穴・久谷

浮穴 （支所） 浮穴浮穴浮穴 浮穴 南第二（※）
荏　原

久谷 久谷
荏原

久谷
久谷（支所） 荏原 荏原

久谷
坂　本 坂本 出口（出張所） 坂本 坂本
浅　海 浅海

8
ブロック

浅海

8
ブロック

北条

浅海

8
ブロック

浅海 浅海（出張所） 浅海 浅海

北条北
立　岩 立岩 立岩 立岩 立岩 立岩（出張所） 立岩 立岩
難　波 難波 難波 難波 －

北条（支所）
難波 難波

正　岡 正岡 正岡 正岡 正岡 正岡 正岡
北　条 北条 北条 北条 北条 北条 北条
河　野 河野 河野 河野 河野

（準）

河野（出張所） 河野 河野
北条南

粟　井 粟井 粟井 粟井 － 粟井（出張所） 粟井 粟井

①所管の区域分けが必ずしも一致するとは限らない。　②（※）は複数掲載する小学校・中学校を示す。
地区社協：地区社会福祉協議会　地区社連：松山市地区社会福祉協議会連絡会　地区民協：地区民生児童委員協議会　市民協：松山市民生児童委員協議会

サブセンター
五明・伊台
・湯山
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6 支えあいのイメージ
● 「自助・互助・共助・公助」
　私たちがいつまでも住み慣れた地域で生きがいを持って生活するには、様々な支援が必要になり

ます。複雑化・複合化する生活課題を解決しながら、可能な限り本人やその世帯の希望に基づいた

生活を送るために、自助・互助・共助・公助が連携し、それぞれの役割を果たすことが重要です。

　少子高齢化や人口減少の進展などにより、今後、共助・公助の大幅な拡充を期待することは難し

く、自助・互助の果たす役割が期待されています。

　住民と関係機関、各種団体等と共に学び実践しながら、支えあうしくみづくりが必要です。

「自助」は、自分のことを自分ですることで、市場サービスの購入を含みます。

「互助」は、近隣住民の支えあい、ボランティアなどによる相互扶助です。

「共助」は、介護保険などの社会保険制度による相互扶助です。

「公助」は、生活保護などの税による公の負担によるものです。

18

■自分のことを自分でする
■自らの健康管理
　（セルフケア）
■市場サービスの
　購入

■当事者団体による取組
■高齢者によるボランティア・
　生きがい就労

■ボランティア活動
■住民組織の活動

■一般財源による高齢者
　福祉事業等
■生活保護
■人権擁護・虐待対策

■介護保険に代表される
　社会保険制度及びサービス

■ボランティア・住民組織の活動
　への公的支援

自助 互助

共助 公助

出典：厚生労働省資料

第3章

～第5期計画の
　　　　　基本的な考え方～


